
「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―

小

倉

宗

は
じ
め
に

江
戸
時
代
の
政
治
体
制
（
幕
藩
体
制
）
に
お
い
て
は
、
大
名
や
旗
本
の
よ
う
な
個
別
の
領
主
が
並
び
立
ち
、
各
自
の
所
領
（
土
地
と
住

民
）
を
支
配
す
る
一
方
、
将
軍
・
幕
府
が
全
国
を
対
象
と
し
た
支
配
を
行
う
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
所
領
を
統
合
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
将

軍
は
、
①
個
別
領
主
た
ち
を
ま
と
め
る
統
一
権
力
者
（
天
下
人
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
②
他
の
領
主
と
同
様
、
自
ら
も
所
領
（
幕
領
）
を

有
す
る
最
大
の
個
別
領
主
（
大
名
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
幕
府
の
内
部
に
お
い
て
は
、
①
奉
行
が
主
に
担
当
す
る
全
国
支
配
と
、
②

代
官
が
主
に
担
当
す
る
所
領
（
幕
領
）
支
配
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
江
戸
時
代
の
上
方
は
、
山
城
・
大
和
・
近
江
・
丹
波
の
東
部
四
カ
国
と
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
の
西
部
四
カ
国
と
の
八
カ

国
を
範
囲
と
し
、
政
治
・
経
済
・
軍
事
上
、
関
東
と
な
ら
ぶ
幕
府
の
拠
点
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
京
都
・
大
坂
・
伏
見
・
奈
良
・

堺
・
大
津
と
い
っ
た
直
轄
都
市
や
広
大
な
幕
領
が
設
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
京
都
所
司
代
や
大
坂
城
代
、
直
轄
都
市
を
支
配
す
る
奉
行
（
以

下
、
上
方
奉
行
）、
幕
領
を
支
配
す
る
代
官
（
以
下
、
上
方
代
官
）
な
ど
、
多
く
の
幕
府
役
人
が
配
置
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
上
方
で
は
所
領
が
錯
綜
す
る
た
め
、
住
民
は
所
領
を
ま
た
い
で
活
動
し
、
個
別
領
主
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
が
し
ば
し
ば

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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発
生
し
た
。
そ
こ
で
、
直
轄
都
市
を
支
配
す
る
奉
行
は
、
幕
府
に
よ
る
全
国
支
配
の
一
形
態
と
し
て
、
国
を
単
位
に
、
所
領
の
区
別
を
超

え
た
広
域
的
な
支
配
（
以
下
、
広
域
支
配
）
を
行
っ
た
。
と
り
わ
け
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
以
降
に
は
、
京
都
町
奉
行
が
東
部
の
四
カ

国
、
大
坂
町
奉
行
が
西
部
の
四
カ
国
を
広
域
的
に
支
配
す
る
と
と
も
に
、
奈
良
奉
行
が
大
和
国
、
堺
奉
行
が
和
泉
国
を
そ
れ
ぞ
れ
範
囲
と

し
て
各
種
の
行
政
や
裁
判
を
担
当
し
た
（
な
お
、
伏
見
奉
行
は
国
単
位
の
広
域
支
配
を
行
わ
ず
、
伏
見
の
町
と
そ
の
周
辺
村
々
を
直
轄
支

配
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
津
の
町
は
幕
府
の
直
轄
都
市
で
あ
る
が
、
固
有
の
奉
行
が
置
か
れ
ず
、
大
津
代
官
や
京
都
町
奉
行
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
）

（
1
）。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
上
方
に
お
け
る
支
配
の
構
造
は
、
①
幕
府
奉
行
の
広
域
支
配
と
、
②
幕
府
代
官
を

含
む
個
別
領
主
の
所
領
支
配
と
に
よ
っ
て
二
元
的
に
構
成
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
の
関
係
性
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
上
方
は
も
ち

ろ
ん
、
ひ
ろ
く
幕
藩
体
制
や
幕
府
支
配
一
般
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

つ
ぎ
に
、
上
方
の
幕
領
を
め
ぐ
る
奉
行
と
代
官
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
①
享
保
七
年
以
前
、
京
都
町
奉
行
が
上
方
の
幕
領
を
管
理
す
る

責
任
者
で
あ
っ
た
た
め
、
八
カ
国
の
幕
領
を
支
配
す
る
代
官
は
同
奉
行
の
指
揮
を
受
け
た
こ
と
、
②
享
保
七
年
以
降
、
勘
定
奉
行
の
業
務

が
財
政
や
収
益
に
関
す
る
勝
手
方
と
、
裁
判
や
行
政
に
関
す
る
公
事
方
と
の
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
奉
行
が
全
国
の
幕
領
や

代
官
を
一
元
的
に
管
理
・
指
揮
す
る
よ
う
に
な
り
、
上
方
の
代
官
も
同
奉
行
の
指
揮
下
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

2
）。

こ
れ
に
加
え
て
、
筆
者
は
、
享
保
期
と
な
ら
ぶ
大
き
な
画
期
と
し
て
安
永
・
天
明
期
（
一
七
七
二
～
八
九
）
の
公
事
方
に
関
す
る
改
革

を
と
り
あ
げ
、
上
方
奉
行
や
勘
定
奉
行
と
の
関
係
を
中
心
に
、
江
戸
中
後
期
に
お
け
る
上
方
代
官
の
幕
領
支
配
に
つ
い
て
検
討
し
、
享
保

期
以
降
も
上
方
代
官
が
勘
定
奉
行
の
指
揮
下
に
全
面
的
に
編
入
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
上
方
奉
行
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
幕
領
支
配
が
上
方
の
内
部
で
あ
る
程
度
完
結
し
た
こ
と
を
論
じ
た（

3
）。
ま
た
そ
の
際
に
用
い
た
主
な
史
料
は
、
上
方
の
奉
行
や
代

官
（
と
そ
の
配
下
の
役
人
）
が
公
事
方
に
関
す
る
事
項
を
中
心
に
、
今
後
の
業
務
の
参
考
と
な
る
事
例
（
先
例
）
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
先
例
集
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
・
分
析
さ
れ
た
史
料
と
し
て
は
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
ご
ろ
に
大
坂
町
奉
行
（
所
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の
与
力
）
が
作
成
し
た
「
当
地
住
御
代
官
取
捌
」、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
ご
ろ
に
大
坂
代
官
（
配
下
の
役
人
）
が
作
成
し
た
「
浪
花

公
的
例
」、
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
ご
ろ
に
五
条
代
官
（
配
下
の
役
人
）
が
作
成
し
た
「
奈
良
奉
行
所
問
合
書
」、
天
保
一
二
年
（
一

八
四
一
）
ご
ろ
に
大
坂
代
官
（
配
下
の
役
人
）
が
作
成
し
た
「
大
坂
公
事
方
問
合
伺
留
」
な
ど
が
あ
る（

4
）。
以
上
の
四
点
は
貴
重
な
も
の
だ

が
、
こ
れ
ら
と
比
べ
て
も
質
・
量
と
も
に
優
れ
た
先
例
集
で
あ
り
、
安
永
・
天
明
期
以
降
の
上
方
に
お
け
る
代
官
の
支
配
を
考
え
る
う
え

で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
史
料
と
し
て
、
本
稿
で
は
「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」
を
紹
介
し
た
い
。

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」
は
、
天
保
四
年
ご
ろ
に
大
津
代
官
（
配
下
の
役
人
）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
公
事
方
に
関
す
る
一
冊
の

先
例
集
で
、
現
在
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
図
書
館
が
所
蔵
す
る
（
配
置
場
所
・
請
求
記
号

国
史
／
さ
七
／
三
四
）。
形
状
は

竪
帳
、
料
紙
は
楮
紙
、
法
量
は
タ
テ
二
三
・
四
セ
ン
チ
×
ヨ
コ
一
六
・
二
セ
ン
チ
。
表
と
裏
に
丁
子
色
の
後
補
表
紙
を
付
し
た
四
つ
目
綴

じ
で
、
紙
数
は
後
補
表
紙
を
除
く
本
体
部
分
が
八
二
丁
で
あ
る
。
表
紙
の
題
簽
（
外
題
）
と
背
に
は
「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」、
本

体
第
一
丁
（
共
紙
に
よ
る
後
補
前
の
表
紙
）
の
内
題
に
は
「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留

火
付
・
盗
賊
・
人
殺
・
喧
𠵅
・
口
論
・
変
死
・

行
倒
・
村
送
物

六
冊
之
内
壱
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
史
料
が
本
来
六
冊
で
構
成
さ
れ
る
先
例
集
の
一
冊
目
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
ま
た
、
本
文
が
始
ま
る
本
体
第
三
丁
に
は
「
京
都
帝
国
大
学
図
書
之
印
」
の
蔵
書
印
、「
一
八
一
九
〇
二

大
正
七
・
二
・
二
五
」

の
受
入
印
、
お
よ
び
「
下
間
九
鬼
三
郎
寄
贈
本
」
の
寄
贈
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
複
数
人
の
手
に
よ
る
整
っ
た
く
ず
し
字
で
墨
書
さ
れ
、

そ
の
う
え
に
合
点
や
訂
正
・
挿
入
、
注
記
な
ど
が
朱
書
（
一
部
は
墨
書
）
で
施
さ
れ
て
い
る
。
全
体
に
小
さ
な
虫
損
が
み
ら
れ
、
文
字
が

判
読
で
き
な
い
箇
所
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
中
身
を
み
る
と
、
大
津
代
官
を
は
じ
め
と
す
る
上
方
代
官
が
上
方
奉
行
や
勘
定
奉
行
、
他
の
上
方
代
官
な
ど
と
や
り
と
り
し

た
文
書
四
三
通
が
転
写
・
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
が
出
さ
れ
た
時
期
は
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
一
二
月
～
天
保
四
年
（
一

八
三
三
）
九
月
の
五
〇
年
余
に
わ
た
る
が
、
必
ず
し
も
時
間
順
に
配
列
さ
れ
て
い
な
い
。

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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四
三
通
の
う
ち
一
番
時
期
の
早
い
安
永
九
年
一
二
月
の
文
書
は
、
勘
定
奉
行
か
ら
上
方
代
官
の
連
名
に
宛
て
ら
れ
た
、
公
事
方
を
中
心

に
、
上
方
の
幕
領
支
配
の
あ
り
方
を
全
面
的
に
整
理
・
転
換
す
る
法
令
（
安
永
九
年
令
）
で
あ
る
。
残
る
四
二
通
は
、
安
永
九
年
令
を
契

機
や
根
拠
と
し
て
改
革
が
行
わ
れ
た
り
、
そ
の
後
の
運
用
で
確
認
・
形
成
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
が
ら
の
う
ち
、
今
後
の
参
考
と
な
る
事
例

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
う
ち
上
方
の
代
官
全
体
に
関
わ
る
も
の
は
、
他
の
先
例
集
に
も
し
ば
し
ば
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
上

方
幕
領
の
公
事
方
に
関
す
る
先
例
集
の
な
か
で
も
「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」
は
、
転
写
が
比
較
的
正
確
で
、
内
容
が
充
実
し
て
お
り
、

史
料
的
な
価
値
が
高
い
。
他
の
先
例
集
と
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
中
後
期
に
お
け
る
上
方
代
官
の
幕
領
支
配
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
や
特
徴
と
改
革
の
過
程
は
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
こ
の
史
料
に
は
、
他
の
先
例
集
に
み
ら
れ
な
い
、
大
津

代
官
に
固
有
の
興
味
深
い
事
例
も
含
ま
れ
て
い
る
。

江
戸
中
後
期
の
大
津
代
官
に
つ
い
て
は
、
①
大
津
代
官
が
従
来
支
配
し
て
い
た
幕
領
・
大
津
町
・
湖
上
（
水
）
船
の
う
ち
大
津
町
が
享

保
七
年
に
京
都
町
奉
行
へ
移
管
さ
れ
た
こ
と
、
②
大
津
代
官
と
京
都
代
官
は
、
享
保
七
年
以
後
も
他
の
上
方
代
官
と
異
な
り
、（
役
人
と

し
て
の
）
身
分
と
年
貢
な
ど
の
職
務
と
の
両
方
に
つ
い
て
勘
定
奉
行
で
な
く
京
都
町
奉
行
の
指
揮
を
受
け
た
が
、
同
一
九
年
以
降
に
は
、

裁
判
な
ど
の
（
公
事
方
に
関
す
る
）
職
務
と
身
分
と
に
つ
い
て
引
き
続
き
京
都
町
奉
行
の
指
揮
を
受
け
る
一
方
、
年
貢
な
ど
の
（
勝
手
方

に
関
す
る
）
職
務
は
、
他
の
上
方
代
官
と
同
様
、
勘
定
奉
行
の
指
揮
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
③
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
石

原
正
顕
が
命
じ
ら
れ
て
以
来
、
石
原
氏
が
代
々
大
津
に
居
住
し
て
幕
領
の
代
官
や
湖
上
（
水
）
船
の
奉
行
職
を
世
襲
し
、
明
和
九
年
（
一

七
七
二
）
か
ら
は
再
び
大
津
町
の
支
配
を
兼
ね
た
こ
と
、
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

5
）。
石
原
氏
（
や
そ
の
配
下
の
役
人
）
に
よ
っ
て
安
永

九
年
以
降
の
事
例
が
ま
と
め
ら
れ
た
「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」
は
、
幕
領
代
官
・
大
津
町
支
配
・
湖
上
（
水
）
船
奉
行
と
い
っ
た
大

津
代
官
の
多
様
な
職
務
に
つ
い
て
新
た
な
知
見
を
提
供
し
て
く
れ
る
素
材
で
あ
り
、
本
稿
（
の
続
編
）
で
は
そ
の
点
に
も
論
及
し
た
い
。

な
お
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
本
稿
「「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）」
で
は
、「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」
の
う
ち
前
半
部
分

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
巻
第
四
号

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第70巻第⚔号／
小倉 宗 最終⚓校／通し

一
一
八

最終⚓校／通し



を
翻
刻
・
紹
介
す
る
。
今
後
、
本
稿
の
続
編
と
し
て
、
後
半
部
分
を
翻
刻
す
る
と
と
も
に
、
史
料
の
概
要
、
お
よ
び
上
方
代
官
や
大
津
代

官
に
よ
る
支
配
の
内
容
・
特
徴
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
解
説
・
分
析
す
る
予
定
で
あ
る
。

第
一
章

史
料
の
紹
介

《
凡
例
》

一
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
字
体
を
用
い
、
そ
れ
に
な
い
も
の
は
正
字
体
を
用
い
た
。
か
な
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
た
だ
し
、
次

の
異
体
字
・
俗
字
・
合
体
字
・
か
な
は
残
し
た
。

躰
（
体
）
麁
（
粗
）
侭
（
儘
）
忰
（
悴
）
曽
（
曾
）
𠵅
（
嘩
）
并
（
幷
）

ゟ
（
よ
り
）
江
（
え
）
而
（
て
）
与
（
と
）
者
（
は
）
茂
（
も
）

一
、
く
り
か
え
し
記
号
に
つ
い
て
、
漢
字
は
「
々
」、
平
仮
名
は
「
ゝ
」、
片
仮
名
は
「
ヽ
」
と
し
た
。

一
、
読
解
の
便
を
は
か
る
た
め
、
読
点
（
、
）
や
並
列
点
（
・
）
を
施
し
た
。
ま
た
、
平
出
や
欠
字
は
一
字
あ
け
た
。

一
、
収
録
さ
れ
る
文
書
に
は
、
掲
載
順
に
【
⚑
】
の
よ
う
な
通
し
番
号
を
付
し
た
。

一
、
人
名
・
役
職
・
年
な
ど
、
筆
者
に
よ
る
注
記
は
、
本
文
の
傍
に
（

）
を
も
っ
て
示
し
た
。
ま
た
、
誤
記
や
意
味
不
明
の
部
分
に
は

正
し
い
内
容
や
（
マ
マ
）
の
傍
注
を
付
し
、
疑
問
が
残
る
場
合
は
（
カ
）
を
加
え
た
。

一
、
朱
書
や
表
紙
（
外
題
・
内
題
）
は
、「

」
で
く
く
り
、（
朱
書
）（
表
紙
）
な
ど
の
傍
注
を
付
し
た
。

一
、
原
本
で
は
、
収
録
す
る
各
文
書
の
冒
頭
に
朱
書
に
よ
る
合
点
が
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
。

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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一
、
原
本
で
は
、
見
せ
消
ち
の
部
分
が
朱
書
や
墨
書
で
丸
く
囲
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
二
重
棒
線
の
打
ち
消
し
（

）
で
表

し
た
。
ま
た
、
見
せ
消
ち
の
右
側
（
と
き
に
左
側
）
に
訂
正
し
た
語
句
が
記
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
訂
正
後
の
語
句
を
「

」
で
く
く
っ

て
本
文
に
組
み
込
み
、（
訂
正
）
の
傍
注
を
付
し
た
。

一
、
原
本
で
は
、
追
加
や
補
充
の
た
め
に
挿
入
す
べ
き
語
句
が
あ
る
場
合
、
本
文
の
右
側
（
と
き
に
左
側
）
に
朱
書
や
墨
書
を
も
っ
て
語

句
が
記
さ
れ
、
そ
れ
を
挿
入
す
べ
き
箇
所
は
朱
書
や
墨
書
の
丸
印
で
示
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
丸
印
を
省
略
し
、
挿
入
す
べ
き
語
句
を

「

」
で
く
く
っ
て
本
文
に
組
み
込
み
、（
挿
入
）
の
傍
注
を
付
し
た
。

一
、
割
書
は
、
そ
の
語
句
や
文
章
を
一
行
に
改
め
て
〈

〉
で
く
く
り
、
本
文
に
組
み
込
ん
だ
。

一
、
虫
損
に
よ
り
判
読
不
能
の
文
字
は
、
□
を
も
っ
て
示
し
た
。

一
、
現
在
か
ら
み
て
人
権
を
侵
害
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
表
現
が
一
部
に
含
ま
れ
る
が
、
歴
史
的
・
学
術
的
史
料
と
し
て
原
文
を
尊
重
し
た
。

一
、
人
名
や
役
職
な
ど
は
以
下
の
文
献
に
よ
っ
た
。
高
柳
光
寿
ほ
か
編
集
顧
問
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九

六
四
～
六
六
年
。「
柳
営
日
次
記
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系

徳
川
実
紀
』

『
同

続
徳
川
実
紀
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
～
八
二
年
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
近
世
史
料

柳
営
補
任
』
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
六
三
～
七
〇
年
。
小
川
恭
一
編
『
寛
政
譜
以
降
旗
本
家
百
科
事
典
』
東
洋
書
林
、
一
九
九
七
～
九
八
年
。
深
井
雅
海

監
修
・
大
滝
敦
士
・
嵩
田
紋
子
編
『
江
戸
幕
府
諸
役
人
御
用
番
名
鑑
』
柊
風
舎
、
二
〇
一
四
年
。
村
上
直
ほ
か
編
『
徳
川
幕
府
全
代
官

人
名
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
。
村
上
直
・
馬
場
憲
一
編
『
江
戸
幕
府
勘
定
所
史
料
―
会
計
便
覧
―
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九

八
六
年
。
木
村
礎
ほ
か
編
『
藩
史
大
事
典

第
四
巻

中
部
編
Ⅱ
東
海
』『
同

第
五
巻

近
畿
編
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
九
年
。「
京

都
便
覧
」
京
都
市
編
『
京
都
の
歴
史
10

年
表
・
辞
典
』
学
芸
書
林
、
一
九
七
六
年
。「
便
覧
」『
新
修
大
津
市
史
10

年
表
・
便
覧
』

大
津
市
役
所
、
一
九
八
七
年
。
京
都
市
歴
史
資
料
館
編
『
京
都
武
鑑

上
・
下
』
京
都
市
歴
史
資
料
館
、
二
〇
〇
三
・
四
年
。「（
大
坂
）
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御
役
録
」（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
所
蔵
）。
森
杉
夫
「
堺
荘
官
旧
事
録
」『
堺
研
究
』
一
七
、
一
九
八
六
年
。

《
翻
刻
》

（
表
紙
・
題
簽
・
外
題
）

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」

（
扉
・
内
題
）

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留

火
付
・
盗
賊
・
人
殺
・
喧
𠵅
・
口
論
・

六
冊
之
内

変
死
・
行
倒
・
村
送
物

壱
」

【
⚑
】

火
付
・
盗
賊
・
人
殺
・
喧
𠵅
・
口
論
・
変
死
・
行
倒

（
朱
書
）

「
上
八
」

別
紙
之
通（
松
平
輝
高
、
老
中
）

松
右
京
太
夫
殿
江
御
届
申
上
、
伏
見
・
京
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
奉
行
中
江
掛
合
、
何
れ
も
承
知
ニ
候
間
、
右
之
趣
ニ
相
心
得
取

計
、
此
外
之
儀
者
是
迄
之
通
ニ
心
得
申
合
、
区
々
不
成
様
可
被
致
候
、
以
上

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第70巻第⚔号／
小倉 宗 最終⚓校／通し

一
二
一



（
朱
書
）

「
安
永
十
丑
年
」

二
月
三
日

松
（
朱
書
）

「
本
」（
秀
持
、
勝
手
方
勘
定
奉
行
）

伊
豆
守

山
（
朱
書
）

「
村
」（
良
旺
、
公
事
方
同
）

信
濃
守

桑
（
朱
書
）

「
原
」（
盛
員
、
同
）

伊
予
守

安
（
朱
書
）

「
藤
」（
惟
要
、
勝
手
方
同
）

弾
正
少
弼

小
堀（
邦
直
、
京
都
代
官
）

数
馬
殿

石
原（
正
範
、
大
津
代
官
）

清
左
衛
門
殿

小
林（
政
用
、
生
野
代
官
）

孫
四
郎
殿

青
木（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

楠
五
郎
殿

万
年（
頼
行
、
同
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門
殿

大
屋（
正
巳
、
同
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛
殿

角
倉（
玄
寿
、
京
都
河
原
町
二
条
代
官
）

与
一
殿

【
⚒
】

（
朱
書
）

「
上
八
」

一
、
御
料
所
村
方
ニ
（
朱
書
・
訂
正
）

「
ゟ
」
他
支
配
之
御
料
并
私
領
江
掛
り
候
諸
出
入
者
、
訴
訟
方
村
方
ゟ
奉
行
所
江
出
訴
可
致
候
、
私
領
出
訴
之
出
入

茂
同
様
奉
行
所
之
取
捌
与
存
候

一
、
御
料
所
村
方
ニ
人
殺
・
疵
付
・
口
論
・
其
外
都
而
違
変
有
之
、
私
領
之
も
の
仕
業
ニ
候
ハ
ヽ
、
右
私
領
之
も
の
を
相
手
取
御
料
所
村

關
西
大
學
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文
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論
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方
ゟ
出
訴
可
致
間
、
奉
行
所
之
取
捌
与
存
候

一
、
御
料
所
村
方
之
も
の
、
他
所
（
朱
書
・
挿
入
）

「
之
も
の
」
を
殺
し
或
者
疵
付
、
吟
味
可
相
願
親
類
他
所
ニ
有
之
、
他
所
ゟ
出
訴
い
た
し
候
歟
、
無
左

候
ハ
ヽ
、
御
代
官
ゟ
可
差
出
間
、
奉
行
所
之
取
捌
与
存
候

但
、
口
論
・
其
外
之
違
変
も
同
様
之
趣
意
与
（
朱
書
・
訂
正
）

「
ニ
」
御
座
候

一
、
御
料
所
村
内
之
人
殺
・
疵
付
・
口
論
・
其
外
之
違
変
ニ
而
他
所
之
も
の
ハ
引
合
計
ニ
候
ハ
ヽ
、
地
頭
江
掛
合
、
一
件
御
代
官
ニ
而
吟

味
為
致
可
申
候

一
、
御
料
所
村
方
ニ
而
盗
賊
・
火
附
等
捕
候
ハ
ヽ
、
他
領
之
も
の
ニ
而
も
無
宿
ニ
而
も
、
た
と
ひ
他
支
配
・
私
領
等
ニ
引
合
者
勿
論
、
同

類
有
之
候
共
、
御
代
官
ニ
而
吟
味
為
致
可
申
候

一
、
右
御
代
官
ニ
而
吟
味
為
致
候
引
合
ニ
伏
見
・
京
（
朱
書
・
挿
入
）

「
都
」・
大
坂
・
奈
良
・
堺
町
方
之
も
の
加
り
候
ハ
ヽ
、
其
所
之
奉
行
所
江
御
代
官

ゟ
可
申
達
間
、
一
件
奉
行
所
之
取
捌
与
存
候

是
者
、（
勘
定
奉
行
）

拙
者
共
方
ニ
而
之
吟
味
ニ
而
者
他
之
奉
行
所
支
配
之
も
の
も
互
ニ
呼
出
候
事
御
座
候
得
共
、
御
代
官
之
役
所
江
奉
行
直
支
配

町
方
之
も
の
呼
出
候
ニ
者
有
之
間
敷
ニ
付
、
前
々
ゟ
本
文
之
通
相
心
得
罷
在
候
、
併
御
料
所
村
方
ニ
出
作
地
致
所
持
候
も
の
出
作
地

江
附
候
御
年
貢
等
之
儀
者
、
奉
行
直
支
配
町
方
之
も
の
ニ
而
も
其
御
代
官
ニ
而
為
相
糺
可
申
候

一
、
御
代
官
吟
味
難
渋
い
た
し
、
奉
行
所
江
差
出
之
儀
御
代
官
ゟ
相
伺
候
得
者
、
た
と
へ
一
支
配
之
も
の
ニ
而
も
是
迄
其
度
々
其
所
之
奉

行
江
掛
合
、
右
奉
行
所
江
差
出
さ
せ
来
候
間
、
以
来
右
類
者
拙
者
共
江
伺
ニ
不
及
、
御
代
官
ゟ
其
所
之
奉
行
所
江
直
ニ
為
差
出
可
申
候

但
、
御
預
所
も
御
代
官
所
同
様
ニ
御
座
候

右
之
外
品
替
り
候
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
度
々
時
宜
ニ
寄
御
掛
合
可
申
候
、
以
上

（
安
永
九
年
）

子
十
二
月「

上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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【
⚓
】

（
朱
書
）

「
上
八
」

別
紙
之
通（
松
平
輝
高
、
老
中
）

松
右
京
大
夫
殿
江
御
届
之
上
伏
見
・
京
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
奉
行
所
江
掛
合
相
済
候
間
、
右
之
趣
ニ
相
心
得
取
計
、
此
外
之
儀

者
是
迄
之
通
心
得
申
合
、
区
々
不
相
成
様
可
致
旨
御
勘
定
奉
行
中
ゟ
被
申
越
候
ニ
付
、
別
紙
書
付
写
相
添
、
御
届
申
上
置
候
、
以
上

（
朱
書
）

「
安
永
十
丑
年
」

丑
二
月

石
原（
正
範
、
大
津
代
官
）

清
左
衛
門

（
朱
書
）

「
右
書
取
、
別
紙
写
相
添
、
京
・
大
坂
東
西（
町
）

奉
行
所
江（
大
津
代
官
手
代
）

出
役
を
以
差
出
」

【
⚔
】

（
朱
書
）

「
上
八
」

変
死
人
取
計
方
之
儀
ニ
付
伺
書

御
料
所
村
々
諸
出
入
并
人
殺
・
火
附
・
盗
賊
吟
味
等
取
計
方
之
儀
ニ
付
此
度
御
書
付
を
以
被
仰
渡
候
付
、
変
死
人
有
之
節
取
計
方
之

儀
、
左
ニ
奉
伺
候

拙
者
御
代
官
所
并
当
分
御
預
所
江
州
村
々
縊
死
・
水
死
・
行
倒
・
其
外
何
ニ
よ
ら
す
変
死
人
有
之
候
節
、
為
見
分
手
代
差
遣
、
一
件
吟
味

之
上
、
他
領
之
も
の
掛
り
合
有
之
者
勿
論
、
拙
者
支
配
所
内
之
も
の
計
ニ
而
も
、
一
件
吟
味
書
京
都（
町
）

奉
行
所
江
差
出
候
上
死
骸
取
片
付
申

付
来
候
、
河
州
・
摂
州
村
々
同
様
変
死
人
有
之
節
者
、
是
又
手
代
差
遣
、
見
分
吟
味
之
上
拙
者
支
配
内
之
も
の
計
ニ
候
得
者
、（
勘
定
奉
行
）

江
戸
表
江

相
伺
来
、
他
領
掛
り
合
者
勿
論
、
死
骸
取
片
付
相
願
候
親
類
之
内
壱
人
ニ
而
も
他
領
之
も
の
加
り
候
得
者
、
一
件
吟
味
書
相
添
、
大
坂
町
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奉
行
所
江
一
件
之
も
の
差
出
、
同
所
ニ
而
直
ニ
村
方
江
死
骸
取
片
付
等
之
儀
申
渡
有
之
候
、
右
之
通
他
領
引
合
有
之
候
而
も
吟
味
者
拙
者

方
ニ
而
仕
候
得
共
、
伺
書
差
出
方
区
々
相
成
有
之
候
、
然
ル
処
此
度
取
計
方
被
仰
渡
候
ヶ
条
之
内
、
御
料
所
村
内
之
人
殺
・
疵
付
・
口
論
・

其
外
違
変
ニ
而
他
所
之
も
の
者
引
合
計
ニ
候
ハ
ヽ
、
地
頭
江
掛
合
、
一
件
御
代
官
ニ
而
吟
味
可
仕
旨
之
御
書
付
ニ
御
座
候
得
共
（
訂
正
）

「
者
」、

右
体
之
節
者
、
一
件
吟
味
之
上
（
訂
正
）

「
趣
」
江
戸
表
江
申
上
候
儀
与
相
心
得
罷
在
候
、
左
候
得
者
、
前
書
縊
死
・
水
死
・
行
倒
・
其
外
何
ニ
よ

ら
す
変
死
人
有
之
節
、
拙
者
支
配
所
内
之
も
の
計
者
勿
論
、
他
支
配
・
私
領
引
合
之
も
の
等
有
之
候
共
、
一
件
吟
味
之
趣
（
挿
入
）

「
以
来
」
公
事

方（
勘
定
）

御
奉
行
所
江
申
上
候
様
可
仕
哉
、
此
度
被
仰
渡
候
御
書
付
ヶ
条
之
内
右
体（
衍
）

右
体
変
死
人
有
之
節
伺
方
之
儀
無
之
ニ
付
、
右
之
段
奉
伺
候
、

以
上

安
永
十
丑
年
十
（
朱
書
・
訂
正
）

「
三
」
月

石
原（
正
範
、
大
津
代
官
）

清
左
衛
門

（
朱
書
）

「
山
村（
良
旺
、
公
事
方
勘
定
奉
行
）

信
濃
守
殿
御
付
紙
」

書
面
、
人
殺
・
疵
付
・
口
論
・
変
死
人
ニ
不
限
、
盗
賊
一
件
之
内
盗
物
質
ニ
置
遣
又
者
質
ニ
取
候
程
之
引
合
者
、
徃
（
訂
正
）

「
仕
」
来
ニ
不
抱
、

他
支
配
并
私
領
之
も
の
ニ
而
も
其
筋
江
掛
合
呼
出
、
遂
吟
味
可
被
相
伺
候
、
右
之
内
変
死
人
之
類
、
入
念
糺
之
上
外
ニ
子
細
無
之
分
者
、

不
及
伺
死
骸
取
片
付
申
付
、
其
旨
可
被
相
届
候
、
以
上

（
安
永
一
〇
年
）

丑
三
月

【
⚕
】

（
朱
書
）

「
上
八
」

変
死
人
取
計
方
之
儀
ニ
付
伺
書

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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御
料
所
村
々
違
変
取
計
方
之
儀
ニ
付
此
度
被
仰
渡
候
処
、
是
迄
変
死
人
有
之
節
、
手
代
差
遣
、
見
分
吟
味
之
上
京
・
大
坂
町
奉
行
所

江
差
出
来
候
分
、
以
来
江
戸（
勘
定
）

御
奉
行
所
江
可
申
上
哉
、
此
儀
難
相
分
、
奉
伺
候
処
、
変
死
人
之
類
、
入
念
糺
之
上
外
ニ
子
細
無
之
分

者
、
不
及
伺
死
骸
取
片
付
申
付
、
其
旨
御
届
可
申
上
候
旨
御
附
紙
を
以
被
仰
渡
、
奉
畏
候
、
然
ル
処
猶
又
変
死
人
取
計
方
之
儀
ニ
付
、

左
之
趣
奉
伺
候

一
、
縊
死
・
行
倒
・
其
外
何
ニ
よ
ら
す
及
変
死
、
外
ニ
子
細
無
之
候
処
、
右
変
死
人
何
方
之
も
の
ニ
候
哉
人
主
不
相
知
候
ハ
ヽ
、
日
数
三

日
之
間
肆
置
、
尋
来
候
も
の
無
之
候
ハ
ヽ
、
土
葬
ニ
取
片
付
申
付
候
上
、
猶
又
日
数
七
日
之
間
建
札
致
置
候
様
申
付
、
其
旨
御
届
可
申

上
候
哉

但
、
右
体
人
主
不
知
も
の
者
、
大
坂
町
奉
行
所
ニ
而
者
三
日
肆
之
上
取
片
付
被
申
付
相
済
、
京
都
町
奉
行
所
ニ
而
者
、
其
上
ニ
而
七

日
之
間
建
札
致
置
候
様
被
申
渡
来
候
付
、
右
（
挿
入
）

「
之
」
例
を
以
奉
伺
候

（
朱
書
）

「
桑
原（
盛
員
、
公
事
方
勘
定
奉
行
）

伊
予
守
殿
御
付
紙
」

書
面
、
変
死
人
有
之
節
、
仮
埋
ニ
致
置
、
人
相
・
年
齢
・
着
服
・
相
果
居
候
始
末
・
月
日
等
委
細
ニ
認
、
村
は
つ
れ
往
還
端
抔
ニ
建
札
致
、

其
旨
被
相
届
、
六
ヶ
月
見
合
尋
来
候
も
の
無
之
候
ハ
ヽ
、
死
骸
其
侭
土
葬
ニ
い
た
し
、
建
札
取
除
候
様
可
被
申
渡
候

一
、
非
人
及
変
死
、
外
ニ
子
細
無
之
候
ハ
ヽ
、
死
骸
取
捨
申
付
、
其
上
ニ
而
御
届
可
申
上
哉

（
朱
書
）

「
同
断
」

書
面
、
伺
之
通
可
被
取
計
候

一
、
男
女
申
合
相
果
候
も
の
、
外
ニ
子
細
無
之
候
ハ
ヽ
、
死
骸
取
捨
申
付
、
其
旨
御
届
可
申
上
哉

但
、
双
方
或
者
壱
人
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、
御
仕
置
之
儀
可
奉
伺
候

（
朱
書
）

「
同
断
」

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
巻
第
四
号

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第70巻第⚔号／
小倉 宗 最終⚓校／通し

一
二
六

最終⚓校／通し



書
面
・
但
書
共
、
伺
之
通
被
取
計
、
尤
為（
弔
）

串
申
間
敷
旨
申
渡
、
其
旨
可
被
相
届
候

右
之
趣
奉
伺
候
、
以
上

天
明
元
丑
年
四
月

石
原（
正
範
、
大
津
代
官
）

清
左
衛
門

【
⚖
】

（
朱
書
）

「
評
定
所
留
役
江
坂（
正
恭
、
勘
定
吟
味
役
兼
評
定
所
留
役
組
頭
）

孫
三
郎
ゟ
相
渡
候
書
取
写
」

（
朱
書
）

「
上
八
」

上
方
八
ヶ
国（
代
官
）

御
同
役
方
江
取
計
方
之
儀（
勘
定
）

奉
行
衆
ゟ
差
図
有
之
候
付
、
大
坂（
代
官
）

御
三
分
（
朱
書
・
訂
正
）

「
人
」
ゟ
猶
伺
有
之
、
石
原（
正
範
、
大
津
代
官
）

清
左
衛
門
殿
ゟ
も
伺
有
之
、

伺
之
文
段
ニ
応
し
附
紙
出
来
候
、
相
考
候
処
、
右
付
紙
区
之
基
ニ
可
成
与
存
候
、
何
れ
よ
り
之
伺
ニ
候
共
付
紙
相
添
候
ハ
ヽ
、
八
ヶ
国
御

同
役
方
江
御
廻
被
成
候
様
存
候
、
尤
公
事
方
奉
行
衆
江
申
達
置
、
小
堀（
邦
直
、
京
都
代
官
）

数
馬
殿
江
も
申
遣
候
様
右
手
代
江（
江
坂
正
恭
、
勘
定
吟
味
役
兼
評
定
所
留
役
組
頭
）

拙
者
申
渡
候
事

（
朱
書
）

「
右
ニ
相
添
、
大
坂（
代
官
）

三
分
ゟ
廻
ス
〇〇

一
、
旧
離
願
ニ
付（
代
官
）

大
坂
表
取
計
方
書
取

一
、
変
死
・
行
倒
・
盗
賊
引
合
ニ
他
支
配
・
他
領
之
も
の
加
り
候
取
計
伺
書
写

一
、
旧
離
願
之
儀
、〈
京
・
大
坂
・
奈
良
〉
奉
行
江
御
掛
合
方
伺
書
写

〆
」

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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【
⚗
】

〇〇

（
代
官
）

大
坂
表
取
計
方
、
左
之
通
ニ
御
座
候

（
朱
書
）

「
上
八
」

上
方
八
ヶ
国
取
計
方
之
儀
、（
上
方
代
官
）

各
様
江
御
掛
合
之
上（
大
坂
代
官
）

拙
者
共
江
御
勘
定
奉
行
ゟ
申
渡
候
節
、
区
々
ニ
不
成
様
可
致
段
申
聞
候
、
然
ル
処
旧

離
願
之
儀
是
迄
之
仕
来
、
左
之
通
御
座
候

一
、
拙
者
共
御
代
官
所
内
之
旧
離
願
、
摂
河
播
村
々
ニ
而
も
拙
者
共
方
ニ
而
承
届
、
其
段
大
坂
町
奉
行
衆
江
御
届
申
達
候

一
、
大
坂
三
郷
又
者
他
支
配
・
私
領
等
之
も
の
親
類
内
ニ
有
之
候
得
者
、
大
坂
町
奉
行
所
江
為
相
願
、
於
奉
行
所
ニ
聞
済
之
上
拙
者
共
方

ニ
而
承
届
候

一
、
大
和
者
、
旧
離
請
候
も
の
并
旧
離
願
候
も
の
拙
者
共
御
代
官
所
内
之
も
の
共
ニ
而
茂
奈
良
奉
行
所
江
為
相
願
、
右
於
奉
行
所
ニ
聞
済

之
上
拙
者
共
方
ニ
而
承
届
候

一
、
先
達
而
堺
奉
行
衆
江（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

青
木
楠
五
郎
・
万
年（
頼
行
、
同
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門
取
計
之
儀
及
御
掛
合
候
節
、
旧
離
願
之
儀
、
銘
々
御
代
官
所
之
も
の
与
他
所

之
も
の
旧
離
相
願
、
旧
離
請
候
も
の
銘
々
御
代
官
所
之
も
の
ニ
候
ハ
ヽ
、
連
印
い
た
し
候
他
所
之
親
類
者
其
支
配
或
者
領
主
・
地
頭
江

可
相
願
旨
申
渡
、
御
代
官
所
村
方
之
願
承
届
可
申
筋
ニ
候
、
勿
論
他
之
も
の
連
印
無
之
、
御
代
官
所
村
方
之
も
の
ニ
村
役
人
加
印
い
た

し
願
候
時
、
親
類
之
糺
可
致
筋
ニ
無
之
、
旧
離
不
致
親
類
者
其
通
之
事
ニ
而
、
後
而
旧
離
願
候
ハ
ヽ
、
其
節
其
支
配
之
役
所
ニ
而
承
届

可
申
筋
ニ
候
旨
、
堺
奉
行
衆
江
御
勘
定
奉
行
ゟ
掛
合
之
上
楠
五
郎
・
七
郎
右
衛
門
江
申
渡
、
右
之
通
ニ
相
極
り
申
候
、
猶
又
今
般
御
勘

定
奉
行
江
右
両
人
并
大
屋（
正
巳
、
大
坂
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛
ゟ
相
伺
候
処
、
旧
離
・
儀
絶
等
者
銘
々
之
存
寄
次
第
ニ
而
、
旧
離
不
願
親
類
可
有
之
候（
マ
マ
）

得
共
可
糺

筋
ニ
者
無
之
、
一
件
打
合
糺
之
上
可
承
届
筋
ニ
も
無
之
、
旧
離
請
候
も
の
并
旧
離
願
候
も
の
共
拙
者
共
御
代
官
所
内
ニ
候
ハ
ヽ
承
届
、
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其
旨
可
相
届
候
、
若
他
所
之
も
の
致
連
印
差
出
候
ハ
ヽ
、
其
領
主
・
地
頭
江
可
相
願
旨
可
申
渡
筋
ニ
候
間
、
其
趣
を
以
相
伺
候
様
申
越

候
右
之
外
京
都
御
取
計
方
御
書
加
、
右
奉
行
所
江
御
掛
合
之
上
御
勘
定
奉
行
衆
江
各
様
ゟ
御
伺
被
成
可
然
旨
、
江
坂
（
正
恭
、
勘
定
吟
味
役
兼
評
定
所
留
役
組
頭
）

孫
三
郎
申
聞
候
事

【
⚘
】

〇〇（
朱
書
）

「
大
坂（
代
官
）

三
分
ゟ
廻
ス
、
変
死
・
行
倒
・
盗
賊
引
合
ニ
他
支
配
・
他
領
之
も
の
加
り
候
取
計
方
伺
書
写
」

（
朱
書
）

「
上
八
」

（
大
坂
代
官
）

私
共
并
小
堀（
邦
直
、
京
都
代
官
）

数
馬
・
石
原（
正
範
、
大
津
代
官
）

清
左
衛
門
・
小
林（
政
用
、
生
野
代
官
）

孫
四
郎
・
角
倉（
玄
寿
、
京
都
河
原
町
二
条
代
官
）

与
一
御
代
官
所
・
当
分
御
預
所
村
々
諸
出
入
・
人
殺
・
疵
付
・
口
論
等
之
吟

味
物
取
計
方
之
儀
、（
松
平
輝
高
、
老
中
）

松
右
京
大
夫
殿
江
御
届
之
上
伏
見
・
京
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
奉
行
所
江
御
掛
合
、
何
れ
も
承
知
ニ
候
間
、
右
之
趣
ニ

相
心
得
取
計
、
此
外
之
儀
者
是
迄
之
通
相
心
得
申
合
、
区
々
ニ
不
成
様
可
仕
旨
、
右
奉
行
所
江
御
掛
合
之
御
書
付
写
御
添
、
御
廻
状
を
以

被
仰
渡
候
趣
承
知
、
奉
畏
候
、
右
御
書
付
御
ヶ
条
之
内
、

一
、
右
御
代
官
ニ
而
吟
味
為
致
候
引
合
ニ
伏
見
・
京
都
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
町
方
之
も
の
加
り
候
ハ
ヽ
、
其
所
之
奉
行
所
江
御
代
官
ゟ

可
申
達
間
、
一
件
奉
行
所
之
取
捌
与
存
候

是
者
、（
勘
定
奉
行
）

拙
者
共
方
ニ
而
之
吟
味
ニ
而
者
他
之
奉
行
所
支
配
之
も
の
も
互
ニ
呼
出
候
事
ニ
御
座
候
得
共
、
御
代
官
之
役
所
江
奉
行
直

支
配
町
方
之
も
の
呼
出
候
ニ
者
有
之
間
敷
ニ
付
、
前
々
ゟ
本
文
之
通
相
心
得
罷
在
候
、
併
御
料
所
村
方
ニ
出
作
地
致
所
持
候
も
の

出
作
地
江
附
候
御
年
貢
等
之
儀
者
、
奉
行
直
支
配
町
方
之
も
の
ニ
而
も
其
御
代
官
ニ
而
為
相
糺
可
申
候

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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右
之
通
ニ
付
、
京
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
町
方
之
も
の
加
り
候
ハ
ヽ
、
其
筋
之
奉
行
所
江
差
出
候
様
可
仕
候
、
然
ル
処
私
共
御
代
官
所
内

ニ
人
殺
・
疵
所
（
訂
正
）

「
付
」・
口
論
又
者
首
縊
・
行
倒
人
等
有
之
、
訴
出
候
節
者
、
手
代
差
遣
、
於
場
（
朱
書
・
挿
入
）

「
所
」
吟
味
之
上
全
私
共
一
支
配
内

之
儀
者
、
私
共
手
限
ニ
而
取
計
、
其
品
ニ
寄
江
戸（
勘
定
）

御
奉
行
所
江
奉
伺
候
、
且
他
之
御
代
官
所
・
私
領
之
も
の
加
り
候
節
者
勿
論
、
縦
令

引
合
ニ
無
之
候
共
、
一
件
之
も
の
之
親
類
・
請
人
等
有
之
、
場
所
ニ
罷
出
居
候
得
者
、
一
同
口
書
申
付
、
手
代
共
見
分
吟
味
之
趣
手
代

ニ
書
上
為
仕
、
私
共
添
書
い
た
し
、
其
筋
之
奉
行
所
江
差
出
、
於
奉
行
所
落
着
申
渡
有
之
候
仕
来
之
通
取
計
候
得
共
、
以
来
者
一
件
拘

り
合
候
儀
無
之
、
町
方
親
類
・
請
人
等
有
之
候
迄
之
儀
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
於
場
所
右
町
方
之
も
の
共
江
口
書
等
申
付
候
共
、
私
共
手
限

ニ
而
取
計
、
又
者
江
戸
御
奉
行
所
江
相
伺
候
様
仕
度
奉
存
候

一
、
行
倒
相
果
候
も
の
之
儀
、
尋
来
候
も
の
無
之
、
何
方
之
も
の
ニ
候
哉
不
相
知
分
、
是
又
右
同
様
取
計
、
其
筋
之
奉
行
所
江
差
出
候
仕

来
ニ
候
得
共
、
以
来
者
私
共
手
限
ニ
而
取
計
候
様
仕
度
奉
存
候

右
之
通
奉
伺
候
、
尤
伺
之
通
被
仰
渡
候
ハ
ヽ
、
猶
又
京
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
奉
行
江
御
掛
合
被
成
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
以
上

（
朱
書
）

「
安
永
十
年
」

丑
二
月

青
木（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

楠
五
郎

万
年（
頼
行
、
同
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門

大
屋（
正
巳
、
同
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛

（
朱
書
）

「
山
村（
良
旺
、
公
事
方
勘
定
奉
行
）

信
濃
守
殿
御
付
紙
」

書
面
、
御
代
官
所
内
人
殺
・
疵
付
・
口
論
・
首
縊
・
行
倒
ニ
不
限
、
盗
賊
等
有
之
、
吟
味
之
上
盗
物
質
ニ
取
又
者
質
ニ
置
遣
候
も
の
程
之

引
合
者
、
他
支
配
・
私
領
之
も
の
ニ
而
も
是
迄
之
仕
来
ニ
不
抱
、
以
来（
上
方
奉
行
）

其
筋
江
掛
合
、
銘
々
手
限
ニ
而
遂
吟
味
、
御
仕
置
之
儀
可
被
相
伺

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
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四
号
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候
、
行
倒
相
果
候
も
の
之
主
不
相
知
分
も
同
様
可
被
相
伺
（
朱
書
・
訂
正
）

「
心
得
」
候
、
勿
論
四
ヶ
所
奉
行
江
掛
合
候
ニ
者
不
及
候
、
以
上

（
安
永
一
〇
年
）

丑
三
月

【
⚙
】

（
朱
書
）

「
天
明
元
丑
年
五
月（
代
官
）

大
坂
三（
小
堀
邦
直
、
京
都
代
官
）

分
江
〈
数
馬
・（
大
津
代
官
）

当
方
・（
角
倉
玄
寿
、
京
都
河
原
町
二
条
代
官
）

与
一
〉
よ
り
及
問
合
候
答
書
」

（
朱
書
）

「
上
八
」

御
問
合
ニ
付
御
挨
拶

一
、
御
支
配
所
内
旧
離
・
儀
絶
之
も
の
、（
大
坂
代
官
）

各
様
ニ
而
御
聞
届
之
上
高
持
・
無
高
共（
勘
定
奉
行
）

江
戸
表
江
御
届
被
成
候
哉
、
且
無
高
ニ
候
得
者
、
江
戸

表
江
者
御
届
不
被
成
、（
上
方
奉
行
）

向
々
町
奉
行
所
江
計
御
届
被
成
候
哉
、
又
者
高
持
・
無
高
共
都
而
町
奉
行
所
江
御
達
、
其
上
江
戸
江
御
届
被
成

候
儀
ニ
も
候
哉
之
事

（
朱
書
）

「
答
」此

儀
、
高
持
・
無
高
・
同
家
人
共
旧
離
一
通
り
之
儀
ニ
候
得
者
、
拙
者
共
役
所
ニ
而
聞
届
、
摂
河
播
者
失
人
届
同
様
壱
ヶ
月
限
溜
置
、

翌
月
初
帳
面
仕
立
、
大
坂
町
奉
行
所
江
差
出
申
候

但
、
月
限
溜
置
差
出
度
旨（
大
坂
）

右
町
奉
行
所
江
相
達
、
聞
済
有
之
候
間
、
為
御
見
合
（
朱
書
・
挿
入
）

「
右
写
」
別
紙
差
進
候

和
泉
・
大
和
者
、
拙
者
共
役
所
ニ
而
聞
済
候
上
、
其
旨
其
時
々
村
方
ゟ
直
ニ
書
付
を
以
和
泉
者
堺
奉
行
、
大
和
者
奈
良
奉
行
江
相
届

申
候但

、
泉
州
之
分（
青
木
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

者
、
先
達
而
楠
五
郎
・（
万
年
頼
行
、
同
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門
ゟ
堺
奉
行
江
掛
合
、
本
文
之
通
相
極
り
、
大
和
之
分
者
、（
大
屋
正
巳
、
同
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛
ゟ
別
紙

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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之
通
掛
合
、
附
紙
之
趣
を
以
本
文
之
通
取
計
申
候

右
之
通
ニ
付
、
高
持
・
無
高
共
旧
離
一
通
り
之
儀
者
江
戸
表
江
御
届
者
差
出
不
申
候

但
、
高
持
百
姓
欠
落
い
た
し
、
永
尋
申
付
置
候
類
、
於
先
々
如
何
様
之
儀
可
仕
出
哉
難
計
故
を
以
旧
離
・
帳
外
等
相
願
候
分
者
、

最
初
江
戸
江
欠
落
届
・
永
尋
伺
等
差
出
候
儀
ニ
付
、
旧
離
も
江
戸
江
相
届
候
積
相
心
得
罷
在
候

一
、
変
死
・
其
外
吟
味
物
、
町
奉
行
所
支
配
之
も
の
引
合
計
ニ
而
子
細
も
無
之
、
一
通
り
之
御
尋
ニ
而
口
書
等
御
申
付
済
候
分
者
、
是
又

江
戸
表
江
計
り
御
届
被
成
候
哉
、
併
町
奉
行
所
支
配
之
も
の
も
加
り
有
之
儀
故
、
一
通
り
町
奉
行
所
江
御
達
之
上
江
戸
江
御
届
被
成
候

哉
之
事

（
朱
書
）

「
答
」此

儀
、
町
奉
行
所
支
配
之
も
の
引
合
有
之
、
検
使
先
江
参
り
合
居
候
も
の
江
者
口
書
申
付
、
其
座
限
ニ
而
跡
々
吟
味
不
掛
分
者
、
江

戸
表
江
相
伺
又
者
相
届
候
積
り
ニ
御
座
候
、
尤
引
合
ニ
而
出
合
セ
居
候
□
口
書
申
付
候
段
町
奉
行
所
江
相
届
候
積
ニ
御
座
候

但
、
一
件
伺
之
上
落
着
申
渡
之
節
、
右
町
奉
行
所
支
配
之
も
の
呼
出
候
程
之
儀
者
（
訂
正
）

「
引
合
」
ニ
候
ハ
ヽ
、
検
使
之
上
一
件
町
奉
行

所
江
差
出
候
積
御
座
候
、
何
れ
ニ
も
奉
行
所
直
支
配
之
も
の
拙
者
共
役
所
江
者
呼
出
不
申
候

右
ニ
付
、
拙
者
共
ゟ
町
奉
行
所
江
差
出
候
書
付
弐
通
之
写
為（
衍
）

為
御
心
得
差
進
申
候

一
、
掛
り（
評
定
所
）

留
役
江
問
合
候
挨
拶
之
趣
書
付
写
差
進
申
候

右
之
通
ニ
御
座
候
、
以
上

（
天
明
元
年
）

丑
閏
五
月

青
木（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

楠
五
郎

万
年（
頼
行
、
同
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門

大
屋（
正
巳
、
同
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛
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（
朱
書
）

「
右
挨
拶
書
ニ
添
○

一
、
旧
離
之
儀
ニ
付
大
坂（
マ
マ
）町

奉
行
土
屋（
守
直
、
東
町
奉
行
）

駿
河
守
江
問
合
書
写

一
、
大
坂
市
中
他
支
配
・
他
領
ニ
旧
離
願
人
・
同
請
候
も
の
有
之
節
、
御
代
官
所
ニ
旧
離
願
候
親
類
有
之
節
御
代
官
所
ニ
而
承
届
候
哉
之

段
、
右
同
人
被
尋
候
答
書
写

一
、
旧
離
之
儀
ニ
付
奈
良
奉
行
松
田（
勝
易
）

相
模
守
江
問
合
書
写

一
、
万
年（
頼
行
、
大
坂
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門
ゟ
万
年（
頼
良
、
書
院
番
）

長
十
郎
江
問
合
書
写

一
、（
大
坂
代
官
手
代
）

手
代
検
使
先
ニ
四
ヶ
所
町
方
之
も
の
罷
出
居
、
其
節
限
ニ
而
相
済
候
儀
者
、
口
書
申
付
、
手
限
取
計
、
右
之
も
の
江
吟
味
掛
候
節
者

一
件
可
差
出
段
、
京
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
奉
行
江
差
出
候
書
取
写

一
、
右
同
断
、
落
着
之
節
者
如
何
取
計
候
哉
之
段
、
大
坂

町
奉
行
土
屋
駿
河
守
被
尋
候
答
書
写

一
、
旧
離
之
も
の
壱
ヶ
月
分
溜
置
相
届
候
儀
ニ
付
、
右
同
人
江
差
出
候
書
取
写

〆
」

【
10
】

○（
朱
書
）

「
天
明
元
丑
年
四
月
〈
万
年（
頼
行
、
大
坂
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門
ゟ
万
年（
頼
良
、
書
院
番
）

長
十
郎
江
〉」

（
朱
書
）

「
上
八
」掛（

評
定
所
）

留
役
江
問
合
候
挨
拶
之
趣
写

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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一
、
御
年
貢
筋
之
外
、（
上
方
）

奉
行
所
直
支
配
町
方
之
も
の（
同
）

御
代
官
役
所
江
呼
出
候
儀
者
難
相
成
旨
之
先
達
而
被
仰
渡
ニ
候
、
然
ル
処（
大
坂
代
官
手
代
）

手
代
検
使

ニ
差
遣
候
節
、
場
所
ニ
出
居
候
奉
行
所
直
支
配
町
方
之
も
の
加
り
候
而
も
、
仕
来
ニ
不
抱
御
代
官
手
限
ニ
而
取
計
不
苦
候
哉
、
此
段
相

弁
申
度
候
事

（
朱
書
）

「
答
」手

代
検
使
先
江（
上
方
）

奉
行
直
（
朱
書
・
挿
入
）

「
支
」
配
町
方
之
も
の
罷
出
候
ハ
ヽ
、
申
口
承
り
、
口
書
取
之
候
而
可
然
候
、
或
者
行
倒
も
の
ゝ
親
類
抔
ニ

而
其
節
限
り
ニ
而
相
済
候
ハ
ヽ
、
其
旨
町
奉
行
江
御
達
、
一
件
者
御
手
限
ニ
而
御
吟
味
可
被
成
候
、
又
其
も
の
江
吟
味
掛
り
候
筋
ニ

候
ハ
ヽ
、
其
趣
を
以
町
奉
行
江
御
引
渡
候
方
与
存
候

一
、
此
度
御
附
札
之
趣
者
、
奉
行
所
直
支
配
町
方
之
も
の
御
代
官
役
所
江
呼
出
候
儀
者
無
之
、
他
之
御
代
官
所
・
御
預
所
・
私
領
之
も
の

計
之
事
与
相
心
得
罷
在
候
、
其
通
相
違
無
之
候
哉
之
事

（
朱
書
）

「
答
」御

書
面
之
通
ニ
而
相
違
無
御
座
候

【
11
】

○（朱
書
）

「
大
坂（
代
官
）

三
分
ゟ
廻
ス
、〈
手
代
検
使
先
ニ
大
坂
（
訂
正
）

「
四
ヶ
所
」
町
方
之
も
の
罷
出
居
、
其
節
限
ニ
而
相
済
候
儀
ハ
口
書
申
付
手
限
申
付
、
右
之

も
の
江
吟
味
掛
候
節
者
一
件
可
差
出
段
、
京
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
奉
行
江
書
取
写
〉」
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（
朱
書
）

「
上
八
」

先
達
而
申
上
置
候
、
拙
者
共
御
代
官
所
・
当
分
御
預
所
村
々
諸
出
入
・
人
殺
・
疵
付
・
口
論
等
之
吟
味
物
取
計
方
之
儀
、
御
勘
定
奉
行
ゟ

之
申
渡
ヶ
条
之
内
、
引
合
ニ
町
方
之
も
の
加
り
候
節
之
取
計
方
難
決
儀
有
之
、
御
勘
定
奉
行
江
相
伺
候
処
、
手
代
検
使
ニ
差
遣
候
節
、
町

方
之
も
の
場
所
江
罷
出
候
ハ
ヽ
、
申
口
承
り
、
口
書
申
付
、
或
者
行
倒
も
の
之
親
類
抔
ニ
而
其
節
限
ニ
而
相
済
候
事
ニ
候
ハ
ヽ
、
其
旨
御

達
申
上
、
一
件
者
拙
者
共
手
限
ニ
而
吟
味
仕
、
其
も
の
江
吟
味
掛
候
筋
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
趣
を
以
一
件（
上
方
）

御
奉
行
所
江
差
出
候
様
可
仕
旨
申

越
候
ニ
付
、
此
段
申
上
置
候
、
以
上

（
朱
書
）

「
天
明
元
年
」

丑
五
月

青
木（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

楠
五
郎

万
年（
頼
行
、
同
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門

大
屋（
正
巳
、
同
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛

【
12
】

○（朱
書
）

「
大
坂（
代
官
）

三
分
ゟ
廻
ス
、〈
手
代
検
使
先
ニ
町
方
之
も
の
罷
出
居
、
其
場
所
限
ニ
付
（
訂
正
）

「
而
」
吟
味
不
相
掛
儀
者
手
限
取
計
、
落
着
之
節
者
如
何

取
計
候
哉
之
段
、
同（
マ
マ
）町

奉
行
土
屋（
守
直
、
大
坂
東
町
奉
行
）

駿
河
守
尋
ニ
付
答
書
写
〉」

（
朱
書
）

「
上
八
」

先
達
而
申
上
置
候
、
拙
者
共
御
代
官
所
・
当
分
御
預
所
村
々
諸
出
入
・
人
殺
・
疵
付
・
口
論
等
之
吟
味
物
手
限
取
計
方
之
儀
者
、
手
代
検

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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使
ニ
差
遣
候
節
、
引
合
ニ
町
方
之
も
の
加
り
候
而
も
其
場
所
限
ニ
而
相
済
候
引
合
之
も
の
而
已
之
事
与
思
召
候
、
然
ル
処
右
検
使
之
節
、

町
方
之
も
の
江
吟
味
不
相
掛
候
共
引
合
有
之
、
其
場
所
ニ
而
口
書
書
付
候
も
の
者
、
右
吟
味
一
件
落
着
申
渡
候
節
如
何
取
計
候
積
相
心
得

罷
在
候
哉
、
検
使
之
上
品
ニ
寄
吟
味
ニ
相
成
候
節
、
町
方
之
も
の
江
吟
味
不
相
掛
候
共
一
件（
大
坂
町
）

其
御
奉
行
所
江
差
出
候
心
得
ニ
御
座
候
哉
之

旨
、
手
代
御
呼
出
被
仰
聞
候
趣
承
知
仕
候
、
手
代
検
使
ニ
差
遣
候
節
其
場
所
ニ
出
合
セ
居
候
も
の
者
、
御
奉
行
所
御
直
支
配
町
方
之
も
の

ニ
而
も
口
書
申
付
候
仕
来
ニ
御
座
候
間
、
右
出
合
セ
居
候
ニ
付
口
書
申
付
候
迄
ニ
而
吟
味
掛
り
候
引
合
ニ
無
之
分
ハ
、
一
件
手
限
ニ
而
落

着
申
渡
候
積
、
右
落
着
之
節
御
奉
行
所
御
直
支
配
町
方
之
も
の
呼
出
候
程
之
引
合
ニ
候
ハ
ヽ
、
是
又
一
件
御
奉
行
所
江
差
出
候
積
相
心
得

罷
在
候
、
依
之
申
上
候
、
以
上

（
朱
書
）

「
天
明
元
年
」

丑
五
月

青
木（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

楠
五
郎

万
年（
頼
行
、
同
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門

大
屋（
正
巳
、
同
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛

【
13
】

（
朱
書
）

「
小
堀（
数
馬
の
誤
り
）

主
税
・
角
倉（
玄
寿
、
京
都
河
原
町
二
条
代
官
）

与
一
方
ニ
者
牢
屋
無
之
ニ
付
此
度
被
仰
渡
通
之
取
計
ニ
不
致
、（
大
津
代
官
）

当
方
ハ
右
被
仰
渡
通
取
計
候
儀
ニ
付
、（
上
方
）

向
々
奉
行
所

江
可
達
置
哉
之
段
、
両
人
ゟ
文
通
」

（
朱
書
）

「
上
八
」

以
切
紙
致
啓
上
候
、
然
者
支
配
所
村
々
旧
離
・
儀
絶
之
も
の
并
違
変
ニ
付（
上
方
奉
行
）

町
奉
行
所
直
支
配
之
も
の
加
り
候
節
取
計
方
、（
上
方
）

向
々
奉
行
所
江

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
巻
第
四
号

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第70巻第⚔号／
小倉 宗 最終⚓校／通し

一
三
六

最終⚓校／通し



も
可
達
置
儀
ニ
可
有
之
哉
、
又
者
其
儀
ニ
も
及
間
敷
哉
、
何
れ
ニ
も
追
而
存
寄
可
得
貴
意
旨
、
貴
様
御
方
ニ
而
も
御
取
調
置
、
御
存
寄
可

被
仰
聞
段
、
此
間
中（
小
堀
邦
直
、
京
都
代
官
）

数
馬
江
被
仰
聞
候
趣（
京
都
）

此
表
ニ
而
も
評
儀
い
た
し
見
候
処
、
御
承
知
之
通
拙
者
共
御
代
官
所
附
ニ
者
牢
屋
無
之
、
此
度

被
仰
渡
通
之
取
計
ニ
成
候
得
者
差
支
候
儀
も
有
之
ニ
付
伺
済
、
牢
屋
建
候
迄
者
都
而
是
迄
之
通
取
計
有
之
候
様
致
度
旨
京
・
大
坂
・

（
朱
書
・
挿
入
）

「
伏
見
・
」
堺
・
奈
良
奉
行
中
江
も
掛
合
候
処
、
承
知
ニ
付
、
猶
其
段
御
勘
定
所
江
も
拙
者
共
連
名
を
以
御
届
申
置
候
、
然
ル
処
前
書
旧
離
・

儀
絶
之
も
の
并
違
変
ニ
付
町
奉
行
所
直
支
配
之
も
の
加
り
候
節
取
計
方
之
儀
計
此
節
向
々
江
達
候
而
者
入
跨
可
申
存
候
間
、
牢
屋
出
来
之

上
、
弥
此
度
被
仰
渡
之
通
手
限
ニ
而
取
計
候
様
成
候
節
、
一
件
取
計
方
向
々
奉
行
所
江
も
達
可
申
与
存
候
、
貴
様
御
方
ニ
而
者
此
度
被
仰

渡
之
通
此
節
ゟ
御
取
計
之
儀
ニ
候
得
者
、
此
節
御
達
も
被
成
可
被
置
哉
、
猶
御
考
弁
被
成
候
様
奉
存
候
、
右
可
得
御
意
如
斯
御
座
候
、
以

上（朱
書
）

「
天
明（
元
）

五
丑
年
」

閏
五
月
廿
一
日

角
倉（
玄
寿
、
京
都
河
原
町
二
条
代
官
）

与
一

小
堀（
邦
直
、
京
都
代
官
）

数
馬

石
原（
正
範
、
大
津
代
官
）

清
左
衛
門
様

（
朱
斜
書
）

「
右
者
、
承
知
之
旨
及
返
書
」

【
14
】

（
朱
書
）

「
青
木（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

楠
五
郎
ゟ
廻
ス
、
侍
体
之
も
の
変
死
・
行
倒
・
其
外
所
持
之
雑
物
取
計
方
伺
書
写
」

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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（
朱
書
）

「
上
八
」

私
御
代
官
所
摂
州
西
成
郡
川
崎
村
地
内
ニ
侍
体
之
も
の
致
流
死
罷
在
候
段
、
当
七
月
廿
四
日
右
村
役
人
訴
出
、
手
代
差
遣
、
見
分
吟
味
為

仕
候
上
吟
味
書
物
相
添
、
一
件
之
も
の
共
大
坂
町
奉
行
所
江
差
出
候
処
、
先
達
而
右
奉
行
所
江
差
出
置
候
御
料
所
村
々
諸
出
入
・
変
死
・

人
殺
・
疵
付
・
口
論
等
之
吟
味
物
手
限
取
計
方
伺
御
下
知
相
済
候
伺
書
之
写
之
内
、
侍
体
之
も
の
右
等
之
儀
有
之
候
節（
大
坂
町
）

当
御
奉
行
所
江
可

差
出
与
申
ヶ
条
無
之
上
者
、
手
限
取
計
ニ
可
有
之
哉
之
旨
ニ
而
小
田
切（
直
年
、
大
坂
東
町
奉
行
）

土
佐
守
ゟ
一
件
被
相
返
候
、
則
右
之
儀
、
先
達
而
伺
落
ニ
相
成
候

間
、
左
ニ
奉
伺
候

一
、
侍
体
之
も
の
縊
死
・
行
倒
・
其
外
及
変
死
、
外
ニ
子
細
無
之
、
右
変
死
人
何
方
之
も
の
ニ
候
哉
不
相
知
節
者
、
死
骸
仮
埋
申
付
、
建

札
仕
置
、
六
ヶ
月
見
合
尋
来
候
も
の
無
御
座
候
ハ
ヽ
、
死
骸
者
其
侭
土
葬
ニ
取
片
付
申
渡
、
其
旨
御
届
可
申
上
候

一
、
右
同
断
、
出
所
相
知
候
共
大
坂
町
奉
行
直
支
配
町
方
之
内
住
居
不
致
分
ハ
、
縦
令
主
人
持
之
も
の
ニ
候
共
子
細
無
之
候
ハ
ヽ
、
手
限

ニ
而
取
計
、
先
仮
埋
申
付
置
、
其
筋
江
掛
合
、
先
方
之
存
寄
次
第
仮
埋
之
侭
葬
候
共
、
又
者
請
取
度
旨
申
候
ハ
ヽ
、
死
骸
引
渡
遣
、
其

旨
御
届
可
申
上
候
、
但
、
何
そ
子
細
有
之
候
ハ
ヽ
、
仮
埋
申
付
置
可
奉
伺
候

（
朱
書
）

「
桑
原（
盛
員
、
公
事
方
勘
定
奉
行
）

伊
予
守
殿
御
付
紙
」

書
面
弐
ヶ
条
、
伺
之
通
可
被
取
計
候

一
、
右
同
断
、
人
殺
・
疵
付
・
喧
𠵅
・
口
論
等
い
た
し
、
当
人
出
所
不
分
明
之
分
、
并
出
所
相
知
候
共
奉
行
所
直
支
配
町
方
之
内
ニ
無
之

分
者
、
他
支
配
・
私
領
之
も
の
ニ
而
も
及
掛
合
、
手
限
吟
味
仕
、
御
奉
行
所
江
可
奉
伺
候
哉

（
朱
書
）

「
御
付
紙
」

書
面
、
人
殺
・
疵
付
・
喧
𠵅
・
口
論
等
い
た
し
候
当
人
申
口
之
趣
承
糺
、
其
度
々
取
計
之
儀
可
被
相
伺
候

一
、
何
ニ
よ
ら
す
及
変
死
、
出
所
相
知
不
申
、
右
之
も
の
雑
物
有
之
候
節
者
、
多
少
ニ
寄
取
捨
又
者
何
程
以
上
之
儀
者
御
取
上
御
払
之
積

關
西
大
學
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可
奉
伺
候
哉

（
朱
書
）

「
御
付
紙
」

書
面
、
雑
物
之
儀
、
大
小
（
挿
入
）

「
武
」
器
并
金
銀
銭
・
其
外
重
立
候
雑
物
者
取
上
、
御
払
之
儀
御
勘
定
所
江
相
伺
可
被
申
候
、
且
麁
末
成
雑
物

并
四
五
百
文
位
迄
者
、
葬
候
寺
院
等
江
為
取
候
様
可
被
相
心
得
候

右
之
趣
、
先
達
而
伺
御
下
知
相
済
候
写
相
添
、
取
計
方
奉
伺
候
、
以
上

天
明
五
巳
（
訂
正
）

「
丑
」（
再
訂
正
）

「
巳
」
年
八
月

青
木（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

楠
五
郎

（
朱
書
）

「
右
伺
済
、
同
年
十
一
月
同
人

（
青
木
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）ゟ（
邦
直
、
京
都
代
官
）

小
堀
・
（
大
津
代
官
）

当
方
・（
正
巳
、
大
坂
谷
町
代
官
）

大
屋
・

（
玄
寿
、
京
都
河
原
町
二
条
代
官
）

角
倉
江
廻
状
を
以
到
来
」

【
15
】

（
朱
書
）

「
盗
賊
引
合
ニ
伏
見
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
町
方
寺
社
・
御
代
官
所
之
内
寺
社
加
り
候
儀
ニ
付
、
大
坂
三
御
代
官
伺
書
」

（
朱
書
）

「
大
三
」

私
共
御
代
官
所
・
当
分
御
預
所
村
々
諸
出
入
・
人
殺
・
疵
付
・
口
論
等
之
吟
味
物
取
計
方
之
儀
、
当
春
被
仰
渡
候
御
ヶ
条
之
内
、

一
、
御
料
所
村
方
ニ
而
盗
賊
・
火
付
等
召
捕
候
ハ
ヽ
、
他
所
之
も
の
ニ
而
も
無
宿
ニ
而
も
、
縦
他
支
配
・
私
領
等
之
引
合
ハ
勿
論
、
同
類

有
之
候
共
、
御
代
官
所
ニ
而
吟
味
為
致
可
申
候

一
、
右
御
代
官
ニ
而
為
致
吟
味
候
引
合
ニ
伏
見
・
京
都
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
町
方
之
も
の
加
り
候
ハ
ヽ
、
其
所
之
奉
行
所
江
御
代
官
ゟ
可

申
達
間
、
一
件
奉
行
所
之
取
捌
与
存
候

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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是
者
、
拙
者
共
方
ニ
而
之
吟
味
ニ
而
ハ
他
之
奉
行
所
支
配
之
者
も
互
ニ
呼
出
候
事
ニ
御
座
候
得
共
、
御
代
官
之
役
所
江
奉
行
直
支
配

町
方
之
も
の
呼
出
候
ニ
ハ
有
之
間
敷
ニ
付
、
前
々
よ
り
本
文
之
通
相
心
得
罷
在
候
、
併
御
料
所
村
方
ニ
出
作
地
所
持
い
た
し
候
も
の

出
作
地
江
附
候
御
年
貢
等
之
儀
ハ
、
奉
行
直
支
配
町
方
之
も
の
ニ
而
も
其
御
代
官
ニ
而
為
相
糺
可
申
候

右
之
通
有
之
候
、
然
ル
処
寺
社
之
儀
ハ
都
而
私
共
役
所
江
呼
出
不
申
、
其
筋
之
奉
行
所
江
差
出
候
仕
来
ニ
候
得
共
、
以
来
ハ
伏
見（
京
欠
）

・
大
坂
・

奈
良
・
堺
町
方
ニ
有
之
寺
社
ハ
其
筋
之
奉
行
所
江
差
出
、
其
外
之
寺
社
ハ
、
吟
味
引
合
ニ
候
ハ
ヽ
、
銘
々
私
共
役
所
江
呼
出
、
吟
味
詰
、

申
上
候
様
可
仕
候
哉
、
又
ハ
吟
味
引
合
ニ
候
共
寺
社
加
り
候
分
ハ
、
都
而
其
筋
之
奉
行
所
江
一
件
不
残
差
出
候
様
可
仕
候
哉
、
此
節

（
万
年
頼
行
、
大
坂
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門
御
代
官
所
村
方
ニ
而
召
捕
候
盗
賊
、
寺
院
江
盗
ニ
入
候
付
、
右
寺
院
相
糺
不
申
候
而
ハ
盗
い
た
し
方
難
決
御
座
候
付
、
早
速

御
下
知
被
成
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
依
之
奉
伺
候
、
以
上

（
朱
書
）

「
天
明
元
」

丑
十
二
月

青
木（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

楠
五
郎

万
年（
頼
行
、
同
鈴
木
町
北
側
代
官
）

七
郎
右
衛
門

大
屋（
正
巳
、
同
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛

（
朱
書
）

「
桑
原（
盛
員
、
公
事
方
勘
定
奉
行
）

伊
予
守
殿
付
紙
」

書
面
之
寺
社
引
合
之
吟
味
物
、
伏
見
・
京
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
奉
行
町
方
ニ
有
之
候
寺
社
加
り
候
ハ
ヽ
、
其
所
之
奉
行
所
江
差
出
、
其
外

御
料
・
私
領
在
方
之
寺
社
加
り
、
寺
院
・
社
人
引
合
立
ニ
候
ハ
ヽ
、（
大
坂
代
官
）

銘
々
役
所
ニ
而
吟
味
詰
可
被
相
伺
候
、
寺
院
・
社
人
ニ
咎
附
候
程
ニ

候
ハ
ヽ
、
奉
行
所
江
差
出
可
被
申
候
、
以
上

（
天
明
二
年
）

寅
正
月
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【
16
】

（
朱
書
）

「
手
限
取
計
方
、
京
都
町
奉
行
所
ゟ
大
坂
町
奉
行
所
江
問
合
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行
ゟ（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

青
木
楠
五
郎
・
大
屋（
正
巳
、
同
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛
江
問
合
答
書
」

拙
者
共
支
配
所
村
々
手
限
取
計
方
之
儀
、
今
般
京
都
町
奉
行
衆
ゟ
御
問
合
有
之
候
由
ニ
而
、
右
御
書
面
之
内
御
書
抜
御
別
紙
被
遣
之

候
間
、
夫
々
取
計
方
并
拙
者
共
心
得
之
趣
委
細
相
認
可
申
上
旨
御
達
之
趣
承
知
仕
候
、
依
之
左
ニ
申
上
候

一
、
御
代
官
所
之
分
手
限
取
計
之
儀
、
五
ヶ
年
以
前（
安
永
一
〇
）

丑
年
御
勘
定
奉
行
ゟ
御
掛
合
申
上
候
以
後
御
代
官
所
附
牢
屋
相
建
候
、
右
番
人
并
囚

人
取
扱
候
も
の
者
何
れ
ゟ
罷
出
候
哉
、
且
牢
飯
賄
方
并
右
賄
人
等
如
何
取
計
候
哉
之
旨

此
儀
、
拙
者
共
支
配
所
附
牢
屋
之
儀
者（
大
屋
正
巳
、
大
坂
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛
御
代
官
所
摂
州
東
成
郡
天
王
寺
村
地
内
ニ
建
置
、
番
人
者
同
村
之
内
身
元（
慥
）

慎
成
も

の
吟
味
之
上
申
付
、
苗
字
・
帯
刀
差
免
、
囚
人
取
扱
之
儀
者
右
番
人
よ
り
垣
外
之
も
の
雇
出
為
取
扱
、
并
昼
夜
下
番
も
垣
外
ニ
為
致

申
候
、
且
囚
人
賄
方
之
儀
者
右
番
人
ニ
為
取
計
申
候

一
、
右
同
断
、
御
代
官
所
村
々
出
火
有
之
節
者
、
糺
之
上
、
家
数
拾
軒
以
上
之
焼
失
者
御
勘
定
奉
行
江
申
達
候
哉
、
尤
寺
社
出
火
之
節
者

如
何
取
計
候
哉
之
旨

此
儀
、
御
代
官
所
村
々
出
火
有
之
節
者
、
見
分
手
代
差
遣
、
糺
之
上
、
家
数
拾
軒
以
上
之
焼
失
者
御
勘
定
奉
行（
衍
）

奉
行
江
相
届
申
候
、

尤
寺
社
出
火
之
節
者
、
見
分
と
し
て
手
代
差
遣
、
見
分
之
趣
手
代
ゟ
申
上
候

一
、
右
同
断
、
御
代
官
所
村
々
之
内
寺
社
家
ニ
而
変
死
等
有
之
、
村
方
ゟ
訴
出
候
節
、
右
見
分
遣
方
之
儀
如
何
取
計
候
哉
之
旨

此
儀
、
御
代
官
所
村
々
之
内
寺
社
家
ニ
而
変
死
等
之
も
の
有
之
段
村
方
ゟ
訴
出
候
節
者
、
為
見
分
手
代
差
遣
、
是
又
見
分
之
趣
手
代

ゟ
申
上
候

一
、
右
同
断
、
御
代
官
所
村
々
ニ
捨
子
有
之
候
節
、
右
捨
子
寺
社
（
朱
書
・
挿
入
）

「
等
」
江
掛
り
合
有
之
候
節
（
朱
書
・
挿
入
）

「
ハ
」
如
何
取
計
候
哉
之
旨

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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此
儀
、
御
代
官
所
村
々
寺
社
地
内
ニ
捨
子
有
之
段
村
方
ゟ
訴
出
候
得
者
、
拙
者
共
役
所
奥
印
い
た
し
、
村
方
之
も
の
江
訴
書
為
持
、

（
大
坂
町
）

御
奉
行
所
江
差
出
申
候

一
、
右
同
断
、
御
代
官
所
三
郷
町
続
ニ
而
も
他
支
配
江
不
抱
吟
味
筋
ハ
、
御
代
官
所
ニ
而
吟
味
い
た
し
、
其
筋
ニ
寄（
大
坂
）

御
城
代
江
相
伺
、
并

御
勘
定
奉
行
江
も
申
達
候
上
取
扱
候
哉
之
旨

此
儀
、
御
代
官
所
村
々
三
郷
町
続
ニ
而
も
他
支
配
江
不
抱
吟
味
も
の
ハ
、
御
城
代
江
者
相
伺
不
申
、
御
勘
定
奉
行
江
伺
之
上
取
計
申

候
、
尤
他
支
配
・
私
領
江
抱
り
候
而
も
火
附
・
盗
賊
等
之
類
召
捕
候
一
件
者
、
右
同
様
取
計
申
候

一
、
三
郷
町
続
ニ
有
之
候
御
代
官
所
繁
花
之
土
地
抔
江
者
兼
而
見
分
見
廻
り
等
差
出
候
哉
、
自
然
差
掛
見
聞
捨
ニ
も
難
相
成
儀
有
之
候
得

共
（
訂
正
）

「
者
」、
時
宜
ニ
寄
如
何
取
計
候
哉
之
旨

此
儀
、
三
郷
町
続
ニ
有
之
候
御
代
官
所
村
々
江
兼
而
見
分
見
廻
り
之
も
の
差
出
申
候
、
自
然
差
掛
見
聞
捨
ニ
も
難
相
成
儀
有
之
候
得

者
、
其
も
の
召
捕
、
手
限
ニ
而
可
済
儀
者
御
勘
定
奉
行
江
伺
之
上
取
計
申
候

一
、
三
郷
町
続
ニ
有
之
候
御
代
官
所
村
々
江
者
常
々
見
廻
り
之
も
の
差
出
候
事
ニ
候
哉
之
旨

此
儀
、
前
条
ニ
申
上
候

一
、
右
同
断
、
場
所
之
内
家
作
願
・
宗
門
帳
差
出
候
儀
且
諸
願
・
諸
届
并
他
之
掛
合
有
（
訂
正
）

「
無
」
之
公
事
出
入
等
ハ
、
御
代
官
所
ニ
而
取
計

有
之
候
哉
之
旨

此
儀
、（
空
白
マ
マ
）

三
郷
町
続
村
々
ニ
而
新
家
作
願
出
候
節
、
一
通
り
相
糺
、
三
郷
町
家
又
者
寺
社
等（
朱
書
・
訂
正
）

寺
「
地
」
院
（
訂
正
）

「
境
」
ニ
候
得
者
、
手
代

差
遣
、
家
作
地
之
分
見
分
吟
味
為
致
、
其
段
麁
絵
図
相
添
、
御
掛
合
申
上
、
御
差
支
無
之
候
得
者
、
願
之
通
申
付
候
、
且
諸
願
・
諸

届
等
（
訂
正
）

「
并
」
他
之
掛
合
無
之
公
事
出
入
等
者
、
拙
者
共
手
限
ニ
而
取
計
申
候

一
、
御
代
官
所
之
百
姓
、
御
勘
定
所
江
御
用
有
之
差
下
シ
候
節
如
何
取
計
候
哉
之
旨
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此
儀
、
御
代
官
所
之
百
姓
、
御
勘
定
所
江
御
用
有
之
差
下
候
例
無
御
座
候

一
、
右
同
断
、
百
姓
共
江
戸
表
江
致
出
訴
候
儀
有
之
節
、
当
時
之
御
代
官
よ
り
御
勘
定
奉
行
江
添
翰
ニ
而
差
出
候
処
、
右
百
姓
共
京
・
伏

見
・
奈
良
・
堺
奉
行
所
江
願
事
有
之
候
節
者
如
何
取
計
候
哉
之
旨

此
儀
、
御
代
官
所
之
百
姓
共
京
都
・
伏
見
・
奈
良
・
堺
奉
行
所
江
願
事
有
之
、
罷
出
度
段
申
出
候
得
者
、
一
通
り
糺
之
上
、
御
勘
定

所
御
添
翰
願
書
江
拙
者
共
役
所
奥
印
い
た
し
、
村
方
之
も
の
江
為
持
差
出
申
候

一
、
同
、
重
軽
御
仕
置
申
付
候
も
の
有
之
節
者
、
如
何
体
之
も
の
罷
出
、
科
人
取
扱
候
哉
之
旨

此
儀
、
御
仕
置
も
の
有
之
節
者
、
御
代
官
所
村
内
之
穢
多
共
江
申
付
、
科
人
為
取
扱
申
候

右
之
通
ニ
御
座
候
、
依
之
申
上
候
、
以
上

（
朱
書
）

「
天
明
五
」

巳
十
一
月

青
木（
紀
明
、
大
坂
鈴
木
町
南
側
代
官
）

楠
五
郎

大
屋（
正
巳
、
同
谷
町
代
官
）

四
郎
兵
衛

※
【
17
】
以
下
は
「「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
二
）」
に
続
く
。

注（
⚑
）
三
浦
周
行
「
江
戸
時
代
の
裁
判
制
度
」『
法
制
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
一
九
年
。
小
早
川
欣
吾
「
近
世
の
裁
判
組
織
と
審
級
及
管
轄
に
関
す
る
若

干
の
考
察
（
三
・
完
）」『
法
学
論
叢
』
三
二
―
四
、
一
九
三
五
年
。
平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
。
鎌
田
道
隆
『
近

世
都
市
・
京
都
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
。
同
『
京

花
の
田
舎
』
柳
原
書
店
、
一
九
七
七
年
。
藪
田
貫
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
』
清
文
堂
出
版
、

二
〇
〇
五
年
。
村
田
路
人
『
近
世
広
域
支
配
の
研
究
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
。
同
『
近
世
畿
内
近
国
支
配
論
』
塙
書
房
、
二
〇
一
九
年
。
拙

「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
」（
一
）

―
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
―
（
小
倉
）
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著
『
江
戸
幕
府
上
方
支
配
機
構
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
。
鎌
田
道
隆
「
代
官
支
配
の
変
貌
」
林
屋
辰
三
郎
ほ
か
編
『
新
修
大
津
市
史
⚔
近
世
後
期
』

大
津
市
役
所
、
一
九
八
一
年
。
渡
邊
忠
司
「
近
世
大
津
支
配
体
制
の
確
立
」
同
編
著
『
大
津
代
官
所
同
心
記
録
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
六
年
。
村
上
直

ほ
か
編
『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
。

（
⚒
）
前
掲
鎌
田
一
九
七
七
年
著
書
。
前
掲
村
田
二
〇
一
九
年
著
書
。
拙
稿
「
幕
府
役
人
と
享
保
期
の
改
革
」
杉
森
哲
也
編
『
シ
リ
ー
ズ
三
都

京
都
巻
』
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
。
辻
達
也
『
享
保
改
革
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
六
三
年
。
大
石
慎
三
郎
『
享
保
改
革
の
経
済
政
策

増
補
版
』
御
茶
の

水
書
房
、
一
九
六
八
年
。
村
上
直
「
江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
」
村
上
編
『
近
世
社
会
の
支
配
と
村
落
』
文
献
出
版
、
一
九
九
二
年
。

大
石
学
『
享
保
改
革
の
地
域
政
策
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
。
同
『
近
世
日
本
の
統
治
と
改
革
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
。

（
⚓
）
前
掲
拙
著
『
江
戸
幕
府
上
方
支
配
機
構
の
研
究
』。

（
⚔
）「
当
地
住
御
代
官
取
捌
」（
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
所
蔵
）
は
、
拙
稿
「
近
世
中
期
大
坂
代
官
の
幕
領
支
配
―
大
坂
町
奉
行
・
勘
定
奉
行
と
の
関

係
を
中
心
に
―
」（『
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
』
五
、
二
〇
〇
四
年
）、「
浪
花
公
的
例
」（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
は
、
拙
稿
「「
浪
花

公
的
例
」（
一
）（
二
）
―
近
世
中
後
期
の
大
坂
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
」（『
大
阪
大
谷
大
学
文
化
財
研
究
』
一
二
・
一
三
、
二
〇
一
二
・

一
三
年
）、「
奈
良
奉
行
問
合
書
」（
中
央
大
学
中
央
図
書
館
所
蔵
）
は
、
本
間
修
平
「
奈
良
奉
行
問
合
書
」（『
法
学
新
報
』
九
六
―
七
・
八
、
一
九
九
〇
年
）、

「
大
坂
公
事
方
問
合
伺
留
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
は
、
安
竹
貴
彦
・
上
山
卓
也
「
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー

所
蔵
「
大
坂
公
事
方
問
合
伺
留
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
二

其
之
壱
）（
二

其
之
弐
）」（『
大
阪
市
立
大
学

法
学
雑
誌
』
四
八
―
二
・
三
、

二
〇
〇
一
年
）
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
・
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
⚕
）
前
掲
鎌
田
一
九
七
七
年
著
書
。
前
掲
鎌
田
「
代
官
支
配
の
変
貌
」。
前
掲
村
田
二
〇
一
九
年
著
書
。
前
掲
渡
邊
「
近
世
大
津
支
配
体
制
の
確
立
」。
前
掲

拙
著
。
前
掲
拙
稿
「
幕
府
役
人
と
享
保
期
の
改
革
」。
前
掲
『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』。

【
付
記
】
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
史
料
の
閲
覧
・
掲
載
に
つ
き
ま
し
て
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
修
の
吉
川
真
司
先
生
・
三
宅
正

浩
先
生
、
お
よ
び
同
研
究
科
図
書
館
の
み
な
さ
ま
に
は
、
ま
こ
と
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
一
九
Ｋ
〇
一
二
五
六
、
Ｊ
Ｐ
一
七
Ｈ
〇
二
四
四
八
、
Ｊ
Ｐ
二
〇
Ｋ
〇
〇
九
六
八
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で

す
。
ま
た
、
本
研
究
は
、
二
〇
二
〇
年
度
関
西
大
学
学
術
研
究
員
と
し
て
研
究
費
を
受
け
、
そ
の
成
果
を
公
表
す
る
も
の
で
す
。
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